
道の駅いぶすき再整備に向けた Park-PFI 事業支援業務委託仕様書

１ 業務名
道の駅いぶすき再整備に向けた Park-PFI 事業支援業務委託

２ 目的
本業務は，「道の駅いぶすき再整備基本構想」に基づき，道の駅いぶすきの再整備を官

民連携事業として，公募設置管理制度（Park-PFI）で実施するにあたり，公募設置等指針
をはじめとする各種資料の作成，その他関連する業務の支援を行うことを目的とする。

３ 本業務にあたっての市の方針（基本的な考え方）
本業務は，公募設置管理制度（Park-PFI）を活用して，道の駅いぶすきの再整備を官民

連携事業として実施するために，公募設置等指針の公表に先がけて必要となる諸条件の整
理や関連書類の作成支援（具体的な業務内容は上述のとおり）を行うものとする。
Park-PFI を活用した事業遂行のスケジュールとしては，以下の表を参考とするものとし，

公募設置等指針の公表など，事業遂行に遅滞なきよう，本業務を進めることとする。
また，本業務と並行して，市が別途進めているマーケットサウンディング調査の対話結

果を踏まえて，公募設置等指針等の作成支援を行うこととする。
※マーケットサウンディング調査（令和７年度１回目）の実施概要については，既に公開
している市ホームページにて併せて確認すること。
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マーケットサウンディング調査 1 回 目 2 回 目

公募設置等指針(案)等の検討

公募設置等指針公表

公募期間（４か月）

応募事業者審査（２か月）

事業者決定

計画認定，基本・実施協定の締結

公募対象公園施設の設計・施工 実 施 設 計 新 築 整 備

特定公園施設（駐車場・広場等）の設計・施工 実 施 設 計 新 築 整 備

開業準備

新店舗での営業

旧店舗（現彩花菜館）での営業 旧 店 舗 で の 営 業

彩花菜館の解体設計・解体施工 解 体 実 施 設 計 解 体

彩花菜館解体跡地の再整備 跡 地 整 備

道の駅の登録変更等の手続き等

新・道の駅フルオープン

特定公園施設の指定管理 特 定 公 園 施 設 等 （ 最 長 令 和 28 年 度 末 ）

国有地の管理業務委託 ト イ レ ・ 情 報 提 供 施 設 ・ 駐 車 場 （ 最 長 令 和 28 年 度 末 ）

※色分けの分類 市がメインの業務 民間事業者がメインの業務

Ｒ７度 Ｒ８度 Ｒ９度 Ｒ10度

R9.3月末までは現指定管理者に
よる指定期間であるため，民間に

よる新築整備（公募対象公園施設，

特定公園施設等）は最短でも

R9.4月以降となります。

R9.4月以降の新築整備～新店舗での営

業開始～既設建物の解体～跡地整備の
スケジュールについては，民間からの提

案（認定計画）で詳細が決定するため，こ
のスケジュール案では，現時点での市の

想定を示しています。

現時点での市案では，民間（認定計画提出者）による新店舗が開業するまでの

期間は，旧店舗（彩花菜館）での運営を継続してもらうことを想定しています。

但し，R7年度に行うサウンディングや公募時の民間提案により，この移行案

に変更が生じる可能性はあります。



４ 業務内容
⑴ 基本条件の検討，調査支援
公募設置管理制度（Park-PFI）を活用した道の駅いぶすきの再整備事業（以下「本事

業」という。）を進めるにあたり，関連する法令や財政支援措置等を整理し，募集・選
定に関わる資料へ反映すべき事項のとりまとめを支援する。
入札者の参加資格要件，本事業の業務内容・範囲等の精査を行うとともに，効率的か

つ合理的なスケジュールと，主な業務ごとの実施スケジュールを作成する。
過年度の業務成果を参考とし，公募前の VFM 算定や予定価格の積算を支援する。
※本業務と並行して，市が実施する「マーケットサウンディング調査」の結果について
も，本業務の検討に反映することとする。

⑵ 募集・選定に関わる資料の作成支援
民間事業者の募集・選定に係る事項について検討を行い，公募設置管理制度を活用す

る本事業の募集・選定に必要な資料について，PFI 等官民連携事業に係る契約支援実績
を有する有識者等による確認，助言等を受けながら，その作成を支援する。
① 公募設置等指針の主な記載内容
ア 公募対象公園施設の種類
イ 公募対象公園施設の場所（建築可能面積の算定等）
ウ 設置又は管理の開始時期
エ 土地使用料単価の最低額
オ 公募対象公園施設の整備に関する事項
カ 公募対象公園施設の管理運営に関する事項
キ 特定公園施設の整備に関する事項

※特定公園施設の建設に要する費用の上限額の算定等も含む
ク 特定公園施設の管理運営に関する事項

※特定公園施設の管理に係る指定管理料上限額の算定等を含む
ケ 既設建物（彩花菜館）の解体撤去に関する事項
コ 認定の有効期間
サ 設置等予定者を選定するための評価の基準
シ 公募実施に関する事項

② その他本事業の募集・選定に必要な資料
実施方針，要求水準書，事業契約書(案)，落札者決定基準，各種様式集，基本協定

書(案)，設置管理許可書(案)，譲渡契約書(案)，その他必要と思われる書類
③ 選定委員会委員の選定支援
本事業の実施にあたり，令和８年６月頃に予定している設置予定者の審査・選定を

行う選定委員会における適切な委員候補（大学教授や公認会計士等の有識者）の検討
及び選定に係る支援を行うこと。なお，選定委員は４名を予定している。

⑶ 既設建物（以下「彩花菜館」という。）の解体等に要する費用及び数量等の算定
本事業では，彩花菜館の解体を民間事業者に委ねることを見込んでいる。公募の際に，

民間事業者が解体設計や解体費用の積算や躯体を活用したリノベーション（改修等）の
検討ができるよう，以下①～⑧に関する業務を行うこと。業務の詳細については，別添



の「解体設計業務内容書」等を参照すること。
以下①～⑧の業務内容については，サウンディング調査（２回目）の際に，算定した

解体数量等の公表を予定しているため，令和７年９月末までに終了し，報告すること。
① 解体に要する費用の算定（公共単価による市の積算額）
② 解体費用を積算する上で根拠となる鉄骨やコンクリート等の数量の算定
③ 建築図面に基づく CAD データの作成
④ アスベストの含有調査
⑤ 解体に要する工期（スケジュール）の算定
⑥ 彩花菜館躯体を活用したリノベーション（改修等）を行うとした場合に想定され
うる施設及び設備・機器等の更新（改修）費用の算定

⑦ 彩花菜館の劣化状況調査・耐用年数の算定
⑧ その他，彩花菜館解体を公募設置等指針に盛り込む上で必要となること。
※彩花菜館の竣工図（PDF 版）及び CAD データ（jww データ）については，参加表
明書を提出した応募者に限り，メール等で提供することとする。

※解体に要する費用及び数量等の算定にあたっては，協力会社との協働で実施するこ
とを可とする。

５ 打合せ協議
上記の業務内容の実施にあたり，市と１回／月以上の協議・打合せ（Web 等によるオン

ライン協議も可）を行うこととする。

６ 業務の履行及び業務管理
⑴ 業務計画書の提出等
受注者は，契約締結後，速やかに業務履行のための実施体制を整え，以下の項目につ

いて，協力会社も含めて業務計画書等として市に提出しなければならない。
① 業務工程表
② 業務実施体制
③ その他必要な資料

⑵ 受注者の責務
受注者は，本業務の円滑な遂行において必要な人員体制を整えなければならない。

７ 報告書の作成及び提出
⑴ 事業の各段階での必要資料
部数，提出方法等はその都度協議する。

⑵ 業務報告書
履行期間以内に，紙媒体３部，電子データ１部を提出すること。

８ 業務委託期間
契約締結日から令和８年３月 25 日（水）まで



９ 秘密の厳守
業務上知り得た情報及び資料は，秘密事項として厳守しなければならない。特に，個人

情報の保護に関し，次の事項を遵守しなければならない。
⑴ 本業務の内容を目的外に使用し，又は第三者へ提供してはならない。

⑵ 本業務に係る一切のデータを，本市が指定した目的以外に複写又は複製してはなら
ない。

⑶ 本業務の処理に関し，事故が生じた場合は，直ちに市に対して口頭又は電話により
速やかに通知するとともに，遅滞なくその状況を書面をもって市に報告しなければな
らない。

10 その他
⑴ 再委託について
本業務における総合的企画，総合的業務遂行管理を第三者に委託し，又は請け負わせ

てはならない。ただし，一部の業務を市の承諾の上で，再委託や請け負わせることは可
とする。

⑵ 貸与品等について
資料等については，必要に応じて貸与する。返還の指示があった場合及び業務完了時

には，直ちに返却すること。



1 委  託  名  称   : 道の駅いぶすき彩花菜館等解体工事設計業務

2 委  託  場  所   : 指宿市の指定する場所

(1) 敷地面積 611.00 ㎡

(2) 業務等概要

(3) 委託する業務 本内容書参照　

3 建築物の概要,概算工事費 設計対象工事

・建築工事

・電気設備工事

・機械設備工事

4 設計業務の内容及び範囲

(1) 基本設計

・ 建築(総合)基本設計に関する標準業務

・ 建築(構造)基本設計に関する標準業務

・ 電気・機械設備基本設計に関する標準業務

(i) 業務内容

設計条件等の整理 条件整理

法令上の諸条件の調査

設計業務内容書

道の駅いぶすき彩花菜館等解体工事に係る設計業務

①道の駅いぶすき彩花菜館の解体設計（建築及び設備一式）

②備品処分

③上記解体工事に必要となる石綿含有調査

※アスベスト分析の検体数は想定である。調査の上，必要数の分析を行うこと。

※現地調査業務・図面復元業務・石綿含有調査業務・積算業務(RIBC2による積算)含む

※石綿含有調査業務に関しては，別添仕様書参照

※分割工事発注できるよう成果品整理

名　称 建築構造,階数 対象面積 摘　　要

　設計業務は,一般業務及び追加業務とし,一般業務の内容は,平成21年国土交通省告示第15号(以下「告示」という。)別添
一第一項に掲げるものとし,範囲は次の(1),(1)の(i),(ii),(2)及び(2)の(i),(ii)による。また,追加業務の内容及び範囲
は(3)による。

　なお,委託業務の内容及び範囲は,「◎」印又は「○」印が付いたものを適用する。(各(i)の業務内容について,「委託項
目」欄にある「○」印の項目は,業務に関する条件掲示,資料提供等があるため,業務内容に含まない業務があるものとす
る。)

項目 委託項目 備考

設計条件の変更等の場合の
協議

建築確認申請に係る関係機
関との打合せ

上下水道,ガス,電力,通信等の供給状況の調査及び関係機関との打合せ

道の駅いぶすき彩花菜館 ＲＣ造２階建て 611㎡
平成16年築
図面あり

法令上の諸条件の調査及び関係機関との打
合せ



基本設計方針の策定 総合検討

概算工事費の検討

(ii) 基本設計成果物

委託

1 企画に関する協議調査

2 基本設計書の作成

3 基本設計図面の作成 計画説明書

仕様概要書

仕上表概要表

面積表及び求積表

敷地案内図

配置図

平面図(各階)

断面図

立面図(各面)

矩計図(主要部詳細)

植栽計画

排水計画

4 透視図 透視図(簡易的なもの)

5 基本構造設計 構造計画説明書

構造設計概要書

6 基本電気・機械設備設計 電気給排水空調計画概要表

電波障害事前机上調査図

7 設計説明書の作成

8 工事概算書の作成

9 建築設計チェックリスト

(2) 実施設計

・ 建築(総合)実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く)

・ 建築(構造)実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く)

・ 電気・機械設備実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く)

(i) 業務内容

項目 委託項目 備考

法令上の諸条件の調査

総合検討

実施設計図書の作成

基本設計方針の策定及び発
注者等への説明

基本設計図書の作成

基本設計内容の発注者等への説明等

業務内容 図面名 縮尺 摘要

発注者等の要求等の確認 〇

設計条件の変更等の場合の
協議

〇

◎

建築確認申請に係る関係機
関との打合せ

◎

◎

実施設計のための基本事項
の確定

〇

実施設計方針の策定及び発
注者等への説明

〇

◎

建築確認申請図書の作成 ◎

概算工事費の検討 〇

実施設計内容の発注者等への説明等 〇

要求等の確認

法令上の諸条件の調査及び関係機関との打
合わせ

実施設計方針の策定

実施設計図書の作成



(ii) 実施設計成果物

業務内容 委託 図面名 縮尺 摘要

1 設計図面作成 ○ 表紙及び図面リスト

○ 仕上表 設計概要含む

○ 面積表

〇 見取図・配置図 1/200～1/600

〇 平面図 1/100

〇 立面図 1/100～1/200

〇 基礎伏図 1/100～1/200

〇 床伏図（下地を含む） 1/100～1/200

〇 天井伏図（下地を含む） 1/100～1/200

〇 断面図 1/20～1/30

〇 矩計図 1/20～1/30

〇 各部詳細図 1/20～1/30

〇 部分詳細図 1/2～1/5

〇 展開図 1/50

〇 建具表 1/50

〇 構造図 1/30～1/40

〇 配筋図 1/30～1/40

〇 附属舎 各図上記に倣う

〇 工作物 〃

〇 外構 1/30～1/200

〇 電気配線図（電灯・弱電） 1/100

〇 電気器具表及び凡例表

〇 電気関係系統図（電灯・弱電） 1/100

〇 給排水・空調配管図 1/100

〇 給排水・空調系統図 1/100

〇 給排水・空調凡例表

電波障害対策図 (調査に基づく)

〇 仮設足場図

2 構造・設備設計書 計算書

3 仕様書作成 ○ 特記仕様書

4 その他 確認申請書(書類はFD制作)

○ 設計にあたっての協議・調査及び記録

○ 関係官庁諸届等

○

※ 上記図面は，A2(420mm×594mm)を標準とし上記の内容を満たすものとし，調査の結果，本業務に必要となる

図面・仕様書等は設計事務所負担で作成すること。

改修前後

平面・屋根・断面

'1/10～1/20

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ新法ﾁｪｯｸﾘｽﾄ
福祉のまちづくり条例ﾁｪｯｸﾘｽﾄ

アスベスト調査報告書

既存図面データは原則，紙ベース製本のものよりデータ化する



(3) 追加業務内容

業務内容 委託 追加図面等 備考 摘要

1 内訳明細書作成 単価作成資料,見積書

見積検討資料等

○ 単価改定時の単価入替え 　〃

積算資料算出書

積算数量調書等

数量積算ﾁｪｯｸﾘｽﾄ等

2 その他 透視図 着色

模型

日影図

確認申請書

一団地承認申請 書類及びFD提出

(非住宅は計画書作成を除く)

(手続き業務には計画書，図書等の作成は含まれない)

関係官庁諸届等手続き

市営住宅ﾁｪｯｸﾘｽﾄ

土地交換測量図

用地購入測量図

除却申請等資料作成

昇降機設置の検討

財産台帳記載資料作成

団地カルテ作成

入居者説明会用図面作成

コスト縮減実績額算定書

A3図面のPDF化

ﾊｰﾄﾋﾞﾙ法ﾁｪｯｸﾘｽﾄ

5 製図方法

(1) 用紙　　図面の大きさはA2判を標準とする。

(2) 寸法　　メートル法

 ※  既存図面の有無　　有 ( CADデータ ・  紙（一部CADデータ）) ・ 無

6

7 　設計の実施に当たっては,係員の指示に従うこと。

　※設計に関して打合せた事項については，必ず議事録を作成し，後日，整理し提出すること。

8

9 　耐震安全性の分類等について,設計の実施に当たっては,監督員の指示に従うこと。

10 　設計図書(成果品すべて含む)の提出期限

※期限厳守

※令和7年9月30日までに概算工事費を算出すること

11

製本 ： 2部(うち1部はA4サイズ)　　A4折・閲覧用(設計図書・内訳書)：要求部数

背表紙に工事名を表示すること。

確認申請書等添付書類として作成が必要な場合を除く

建築物省エネ法に係る計画書・図書作成

建築物省エネ法に係る手続き業務

住宅性能評価(手数料含む) ※別紙「設計住宅性能評価」による。

省エネルギー関係計算書

景観法第16条第5項の届け出

電子閲覧用の図面ﾃﾞｰﾀ

福祉のまちづくり条例ﾁｪｯｸﾘｽﾄ

既存図面作成等に係る現地調査

　設計は,建築基準法その他関係の法規及び敷地実測図,地質報告書,国土交通省建築工事標準仕様書,電気工事設備工事標
準仕様書,機械設備工事標準仕様書に適合するものであること。
　設計の内容は,高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称バリアフリー新法)の「円滑化基準・円滑化
誘導基準」及び鹿児島県福祉のまちづくり条例「目標となる基準・整備基準」に適合すること。(高齢者・身体障害者等の
利用を配慮した建築設計標準を参考とする。)
　※災害復旧事業の場合は，災害ハンドブックに適合すること。

　市より提示・指示された業務以外で，現地調査または設計時において必要と思われる事項については提案及び協議を行
うこと。

令和7年10月31日限り

　設計の完了後に次の設計図書を提出すること。（部数は変更する場合があります。)

○ 内訳明細書 建物毎

○ 数量明細書
　〃



12

13 　構造計算書・数量積算書・単価見積書・設計内訳書の写しを１５年間保存すること。

14 　指宿市個人情報保護条例に基づく別記「個人情報取扱特記事項」に従い,その取り扱いを適正に行うこと。

15 　設計に関するすべての事項は秘密を厳守し,他に漏らし,また,利用しないこと。

16 　委託契約締結後,速やかに設計工程表，設計体制表(様式-1)及び業務計画書を提出し,監督員の承諾を受ける

こと。

　業務計画書には，業務委託内容書に基づき下記事項を記載するものとする。

　(1)業務概要　(2)実施方針　(3)業務工程　(4)業務組織計画　(5)打合せ計画　

　(6)成果物の品質を確保するための計画　(7)成果物の内容，部数

　(8)使用する主な図書及び基準　(9)連絡体制(緊急時含む)　(10)その他必要事項

　業務計画書の内容を変更する場合は，理由を明確にしたうえ，その都度監督員に変更業務計画書を提出する

こと。

　監督員が指示した事項については，受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出すること。

17 　設計業務の責任者は１級建築士とし,業務を担当する者は，建築は２級建築士又は実務経験３年以上の者,設備

は設計実務経験２年以上の者とし，それぞれ経歴書を提出して監督員の承諾を得ること。また，積算については，

積算士による成果品とし，内訳書等は一般財団法人建築コスト管理システム研究室の営繕積算システムRIBC２で

作成すること。なお，市企画政策課との打合せ等は，責任者が直接行うこと。

18 　構造計算,積算等を外部に再委託する場合は,建築士登録,建築士事務所登録が適正になされている資格者から

選定すること。

  なお,構造計算を認定プログラムで行った場合は利用者証明書,認定書の写しを提出すること。

19 　設備設計又は地質調査等を一部再委託するときは,原則として県建設コンサルタント業務等入札参加資格者か
ら選定すること。
　なお,やむを得ないときは,監督員と打合せの上,文書で承諾を得ること。

20 　業務委託の中に基本設計がある場合は，基本設計完了時に基本設計書を提出し，監督員の承諾を得た後，実施
設計に着手すること。

21 　設計に当たっては,仕様,使用材料,構造方式(杭の選定根拠を含む),設備方式,コスト，施工技術等総合的に比
較検討した資料及び設計要旨(コンセプト)と外観色彩計画書を提出し,監督員の承諾を得ること。

22 　設計業務特別経費に外壁調査等が計上されている場合は，資格証明書(ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｸﾀｰ等)の提出並びに有資格
者の調査状況が確認できる写真(調査状況写真・資格証明書を携帯している写真等)を添付すること。

　原図は,図面ファイルA2型(三つ折り)に工事名・設計事務所名を表示して提出すること。

　(図面はCADで作成し，データ(JWW・PDF)を提出すること。)

　・内訳については，県単価，刊行物等(建築施工単価・積算資料・建築コスト情報・建設物価等)，基本的に
　　は各専門業者見積り(3者以上)の順に単価を採用し，記載ページと単価番号等の根拠を標記すること。
　　※災害復旧事業の場合は，災害単価を使用すること。
　・採用見積り単価は，掛け率(歩引き)後，実勢単価と同等になるように確認すること。
　　「採用見積り単価は，特に著しく間差のあるものは除くものとする。」
　・刊行物等についてはコピーを添付し，見積りについては指宿市長 宛ての原本と比較表を添付すること。
　・単位・数量積算・端数処理【公共建築数量積算基準及び公共建築設備数量積算基準(国土交通大臣官房官
　　庁営繕部監修)による。】
　① 計測の単位は原則としてｍとし，小数点以下２位を４捨５入する(設備の場合は小数点以下１位を４捨
　　 ５入する)。
　　 長さ，面積，体積の計算過程においても，小数点以下２位を４捨５入する。なお，設計図書から得られ
　　 る電子データの数値については，その数値を活用してもよい。
　② 長さ，面積，体積及び重量の単位は原則としてそれぞれ，ｍ，ｍ2， 及びｔとする。
　③ 工事費内訳書の数量は，原則として小数点以下２位を４捨５入する。ただし，１００以上の数値につい
　　 ては４捨５入して整数とする(設備の場合は小数点以下１位を４捨５入し，整数とする)。
　・単価，価格等【公共建築工事積算基準等資料(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)による。】
　① 業者の見積価格等及び細目別内訳書，別紙明細書に計上する単価の端数処理については原則４捨５入と
　　 し，有効上位３桁とする。ただし，千円未満の場合は十円単位とし，百円未満の場合は一円単位とする。
　② 細目別内訳書に計上する金額は，円単位とし端数がでないよう数量又は単価を調整する。
　③ 別紙明細書にて算定した金額は，細目別内訳書に円単位として一式計上する。
　特別な工事の取り扱いについて
　・鉄骨工事･その他工事･処分費等については，設計書に明記すること。(建築工事積算マニュアル)
　・建築，電気設備，機械設備等に分離発注が可能なようにすること。
　・数量計算書は積算根拠が誰でも後からでもわかるように部位(床・壁・柱・梁等)に分けて積算すること。
　　わかり難い場合は，簡略図を添付すること。
　・成果品については，コクヨチューブファイルＡ４(相当品)に整理し，背・前面にタイトルの表示，各項目
　　がわかりやすいように最初のページに表題を項目にインデックス等を付けて提出すること。
　・数量計算書・設計内訳書については，電子データ(RIBC用，Excel，PDF)も合せて提出すること。



23 　設計業務特別経費に外部足場や高所作業車が計上されている場合は，設置数量・作業状況等が確認できる写真
を提出すること。足場は手摺先行方式とし，必ず,昇降階段または梯子を設置すること。

24 　工事に使用する資材の選定にあたっては，市内で産出，生産または製造されたもの（以下，「市産資材」とい
う）の優先使用に努めることとし，市産資材以外の資材等についても，県内に本店を置く資材業者等から調達可
能なものとするよう努めること。

25 　使用材料には，なるべくリサイクル製品の使用について検討すること。

26 　設計段階において，各工種に特殊な技術や工法等を採用する必要が生じた場合には，その工法等が市内の施工
業者及び作業員等により施工可能かどうかを十分に検討し，その内容を書面で監督員に提出し，打合せを行うこ
と。

27 　建設工事費については，徹底したコスト管理に努めること。

28 　工事施工中に設計内容の瑕疵に起因する変更が生じた場合の図面等修正業務は本委託業務に含むものとする。

29 　成果品の帰属
　本業務における成果はすべて「指宿市」に帰属するものであり，類似の設計業務 においても準用できるもの
とする。
　なお，成果品(CADデータ等)は設備設計・工事施工・完成後の維持設計において無償で利用できるものとする。

30 　電子納品による成果品納入について
　指宿市電子納品の手引き(案）により行う。

　市担当職員の事前審査を受け，最終成果品を提出する際，受注者にて必ず精査を行うこと。

　本業務に係るすべての成果品提出は，設計業務完了日を厳守し遅延がないよう充分注意すること。



（別添資料①）

石綿事前調査業務委託仕様書

１．業務名称 ： 道の駅いぶすき彩花菜館解体工事設計業務（石綿含有調査業務）

２．業務場所 ： 指宿市の指定する場所

３．業務の目的

本業務は，道の駅いぶすき彩花菜館の解体工事を行うにあたり，当該建物で使用さ

れている外壁材及び内装材に含まれるすべての種類の石綿（ｱｸﾁﾉﾗｲﾄ，ｱﾓｻｲﾄ，ｱﾝｿﾌｨﾗ

ｲﾄ，ｸﾘｿﾀｲﾙ，ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄ及びﾄﾚﾓﾗｲﾄ）及びそれらをその重量の0.1％を超えて含有（以下，

「石綿含有」という。）していることの有無について調査することを目的とする。

４．設計図書(成果品すべて含む)の提出期限

令和７年10月31日まで

５．調査対象建築物

６．業務内容

調査対象建築物の外壁吹付塗材，内装建材について試料採取及び石綿含有分析を実

施し，調査報告書の作成を行う。含有分析は，定性分析（JIS A1481-2）とし，含有

量が0.1％を超えているか分析を行う。検体数は58検体とする。採取箇所及び試料数

について，疑義が生じた場合は監督職員と協議を行うこと。

７．調査内容等

⑴石綿含有建材全レベルの調査（網羅的に全ての建材の石綿の有無を調査する）

① レベル１：石綿含有吹付け材

② レベル２：石綿含有保温材，耐火被覆材及び断熱材

③ レベル３：成形板等その他石綿含有建材

レベル３（高含有品）：パッキン，石綿布等石綿含有製品（非建材），

石綿含有仕上げ塗り材

⑵石綿含有建材全レベルの存在（又は存在の可能性がある）場所の特定及び飛散の

おそれの有無

名 称 建築構造，階数 対象面積 摘 要

道の駅いぶすき彩花菜館 ＲＣ造２階建て 611㎡
平成16年築

図面あり



８．調査方法

受託者は，別添資料②「指宿市石綿事前調査業務委託実施要領」に従って調査する。

なお，やむを得ない事由が生じたときは，委託者が認めた場合に限り調査方法を変

更することができる。

９．報告書等の提出

⑴着手届

受託者は，調査実施に当たり，「業務着手届」及びその他委託者が指示するも

のを契約締結後速やかに委託者へ提出する。

⑵調査結果等の報告

受託者は，調査結果（石綿の有無）を「道の駅いぶすき彩花菜館石綿事前調査

業務委託総括票」に記載し，委託者へ提出する。なお，全室の網羅的調査の状況・

サンプリング等の状況の写真を添付する。

総括表・写真表において書式は任意とする。

⑶業務完了報告書等

受託者は，業務完了後，当該業務で作成した記録及び報告書（分析結果含む），

各種調査確認書（書面・現地・裏面），写真等を成果品（総合診断報告書）とし

てＡ４版左綴じ・２部及び電子データは（DVD-R等）で提出し，別添資料③「業

務完了報告書」を提出する。

１０．特記事項

⑴受託者は，契約後速やかに，業務計画書及び工程表を提出し，監督職員と打合せ

を行うこと。

⑵事前調査および分析調査にあたっては次の者が従事すること。

（※分析調査については再委託も可とする。）

⑶受託者は，業務の安全衛生管理の一切の責任を負い，労働安全衛生法等関係法令

を遵守し，事故，火災等の防止に最大限努める。

⑷受託者は，当該業務で知り得た情報については守秘義務を負う。

⑸本仕様書に定めのない事項，発生した疑義，やむを得ない事由による変更等につ

いては，委託者及び受託者の協議により決定する。

⑹試料採取は建材等が飛散しないように養生を行い，試料採取後は，飛散防止剤の

塗布を行うこと。



（別添資料②）

指宿市石綿事前調査業務委託実施要領

１．調査者

１当該調査を行う者は，次の⑴～⑵のいずれかに限る。※複数人での調査を心がける事

⑴「建築物石綿含有建材調査者講習登録規程」（平成30年10月23日公示）により厚生

労働省・国土交通省・環境省に登録された機関が行う講習を修了した建築物石綿含

有建材調査者

⑵一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された者

２．調査方法

石綿則第３条第１項に基づき建築物等の解体作業を行う場合の石綿使用の有無を

目視，設計図書等により事前調査を行う。

受託者は，以下の手順で書面調査を行う

⑴文書記録の確認

委託者から借用した調査対象施設の設計図書，竣工図書，維持保全記録，解体用設

計図書，過去の調査報告書，改修記録等について確認する。

①受託者は，貸与資料を参考に，改修，増改築の有無をヒアリングにて確認する。

②貸与資料から書面調査に必要な平面図を抜き出し，複写する。

③平面図に事前調査箇所をナンバリングする。

④解体工事に伴う範囲のアスベスト含有建材（レベル１の吹付け材，レベル２の

耐火被覆材，断熱材，保温材，レベル３のその他成形版）の書面による調査を行う。

⑤各レベルの目安として，石綿含有製品の製造期間を示している場合があるが，

施工期間における石綿の有無は，この製造期間と物流期間の関係を勘案して判断

する。

⑥書面と現地との整合性の確認表の書面調査の欄を作成する。

⑵その他

文書記録やヒアリングで確認できなかった事項については，現地調査で確認する。

３．現地調査

受託者は，以下の手順で現地調査を行う。

⑴現地調査前の準備

現地調査の実施にあたり，以下の事項等の準備を行う。

①調査対象施設管理担当者との調整（現地調査スケジュールの調整，調査場所の整

理整頓等作業場所の確保の要請等）

②現地調査計画の作成

（現地調査作業スケジュール，サンプリング計画等）



⑵現地調査

書面調査の結果との整合性を確認しながら，以下の①について現地調査を行う。

①石綿含有建材全レベルの調査

②裏面確認

整合性の確認，総合表及び判断資料等作成

⑴書面調査の結果と同様の施工（吹付け，成形板等の使用）が行われているか

現地でチェックを行い書面と現地との整合性の確認表に記入する。

⑵改修・増改築等で，部分張替が行われていないか等見落としがないよう調査を

行うこと。

⑶確認表より，裏面確認・試料採取する箇所を仕分けし，委託者にサンプリング

数量の確認

③検体の採取

石綿含有建材全レベルにおいて，アスベストの存在の有無の判定に必要と判断

される場合は，委託者と受託者の協議により分析調査に必要な数の検体を採取する。

４．分析調査

⑴分析者

当該調査で採取した検体の分析を行う者は，次の①，②のいずれかに限る。

なお，受託者が他者に再委託して分析を行う場合，再委託先は次の①，②のいずれか

が分析を行う事業者に限ることとする。

①公益社団法人日本作業環境測定協会が実施する「石綿分析技術の評価事業（石綿

分析に係るクロスチェック事業）」により認定されるＡランク又はＢランクの

認定分析技術者

②一般社団法人日本環境測定分析協会が実施する「アスベスト偏光顕微鏡実技研修

修了者」又は「アスベスト偏光顕微鏡インストラクター」

⑵分析法

採取した検体の分析法は，「建材製品中のアスベスト含有率測定方法― 第２部：

試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法（JIS A 1481-2）」

とする。

⑶分析検体数

分析検体数は，道の駅いぶすき彩花菜館の58検体とする。

５．資料の貸与及び返却

⑴委託者は，調査対象施設に係る設計図書，竣工図書等（以下「貸与資料」という。）

を受託者へ貸与することができる。

⑵受託者は，貸与資料が不要になった場合は，直ちに委託者へ返却する。

⑶受託者が貸与資料を損傷した場合は，受託者の責任及び費用負担において修復する。



⑷受託者は，貸与資料については，これを他人に閲覧させ，複写させ又は譲渡しては

ならない。

６．その他

⑴調査の実施に際しては，工作物等を損傷（分析用の試料採取は含まない。）

しないよう十分注意して行う。万一，損傷を与えた場合は，直ちに委託者へ報告のう

え，受託者の責任において速やかに修復又は補償を行う。ただし，委託者がやむを得

ないと認めた場合は，この限りでない。

⑵受託者は調査実施中，施設に勤務する職員及び作業場所付近の住民・通行人の

安全確保のために必要な処置を講じる。

⑶調査を適正かつ円滑に実施するために，委託者及び受託者は，常に密接に連携し，

必要に応じて疑義を正し，その内容については，その都度受託者が書面に記録し双方

で確認する。

JIS A 1481-1 第1部：市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法

JIS A 1481-2 第2部：試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方

法

JIS A 1481-3 第3部：アスベスト含有率のX線回折定量分析方法

JIS A 1481-4 第4部：質量法及び顕微鏡法によるアスベストの定量分析方法


